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ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．銘柄名（コード） 

 

 

２．変更の理由 

信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）とともに、約款記 

載の整備を行うため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加および所要の記載 

整備を行う。                     

 

３．変更の内容 

詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。 

 

４．日程 

平成 28年 9月 30日  金融庁届出日 

平成 28年 10月 15日  変更日 

 

５．変更に関する書面決議の方法及び期日 

上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更

の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。 

 

ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 (1553) 



投資信託約款の変更の案 
 

ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 

 

変更後（新） 変更前（旧） 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条（略） 

③ 第１項の取得申込みに係る有価証券に、

その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当

を受けまたは当該権利を取得することが

できる者が確定する日またはその前営業

日に取得の申込みに応じて受益権の受渡

しが行われることとなる有価証券（略）が

含まれる場合は、第１項の規定にかかわら

ず、取得申込みに係る有価証券のうち当該

配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総

額に相当する金額について、金銭をもって

取得申込みを行うことができます。（略） 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条（略） 

③ 第１項の取得申込みに係る有価証券に、

その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当

を受けまたは当該権利を取得することが

できる者が確定する日またはその前営業

日に取得の申込みに応じて受益証券の受

渡しが行われることとなる有価証券（略）

が含まれる場合は、第１項の規定にかかわ

らず、取得申込みに係る有価証券のうち当

該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価

総額に相当する金額について、金銭をもっ

て取得申込みを行うことができます。（略） 

（投資の対象とする資産の種類等） 

第18条（略） 

③ 一般社団法人投資信託協会規則に定め

る一の者に係る株式等エクスポージャー、

債券等エクスポージャーおよびデリバテ

ィブ等エクスポージャーの信託財産の純

資産総額に対する比率は、原則として、そ

れぞれ100分の10、合計で100分の20を超え

ないものとし、当該比率を超えることとな

った場合には、一般社団法人投資信託協会

規則にしたがい当該比率以内となるよう

調整を行うこととします。 

 

（投資の対象とする資産の種類等） 

第18条（略） 

＜新設＞ 

（収益の分配） 

第36条 信託財産から生じる配当等収益と前期か

ら繰り越した分配準備積立金は、第34条各

項の諸費用、信託報酬および当該信託報酬

に係る消費税等に相当する金額を控除し、

前期から繰り越した負数の分配準備積立金

があるときはその全額を補てんした後、そ

の残額を受益者に分配することができま

す。（略） 

 

（収益の分配） 

第36条 信託財産から生じる配当等収益と前期か

ら繰り越した分配準備積立金は、第34条各

号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬

に係る消費税等に相当する金額を控除し、

前期から繰り越した負数の分配準備積立金

があるときはその全額を補てんした後、そ

の残額を受益者に分配することができま

す。（略） 

（交換の指図等） 

第42条（略） 

④ 第１項の受益者が取得できる個別銘柄

の有価証券に、その配当落ちまたは権利落

ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取

得することができる者が確定する日に交

換の申込みに応じて受益権の受渡しが行

われることとなる有価証券（略）が含まれ

る場合は、委託者は、第２項の規定にかか

（交換の指図等） 

第42条（略） 

④ 第１項の受益者が取得できる個別銘柄

の有価証券に、その配当落ちまたは権利落

ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取

得することができる者が確定する日に交

換の申込みに応じて受益証券の受渡しが

行われることとなる有価証券（略）が含ま

れる場合は、委託者は、第２項の規定にか



わらず、交換に係る有価証券のうち当該配

当落ち銘柄等の株式に相当する部分につ

いて、当該株式の個別銘柄時価総額に相当

する金銭の交付をもって交換するよう指

図することができます。（略） 

 

かわらず、交換に係る有価証券のうち当該

配当落ち銘柄等の株式に相当する部分に

ついて、当該株式の個別銘柄時価総額に相

当する金銭の交付をもって交換するよう

指図することができます。（略） 

以 上 
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